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護
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険
法
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成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
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お
り
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宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
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第
一
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の
規
定
に

よ
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一
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定
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居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
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第
一
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の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
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五
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吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ラ
イ
フ
タ
ッ

ク
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
高
田

三
丁
目
一
の
一
〇

通
所
介
護

ビ
ー
ン
ズ
リ

ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
ひ
ろ
さ

き

弘
前
市
大
字
高
田

三
丁
目
一
の
一
〇

平
成
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
友
情

黒
石
市
大
字
中
川

字
富
田
一
〇
の
二

居
宅
介
護
支
援｢

友

情｣

黒
石
市
大
字
東
野

添
字
長
坂
道
北
一

五
二
の
一
の
二
イ

ー
ス
ト
ハ
イ
ツ
ロ

ッ
ク
三
号
室

平
成
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青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ラ
イ
フ
タ
ッ

ク
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
高
田

三
丁
目
一
の
一
〇

介
護
予
防

通
所
介
護

ビ
ー
ン
ズ
リ

ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
ひ
ろ
さ

き

弘
前
市
大
字
高
田

三
丁
目
一
の
一
〇

平
成
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
大

裕

青
森
市
大
字
四
ツ

石
字
下
川
原
二
五

の
九

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支

援
Ａ
型
事
業

所
ド
ー
ナ
ツ

青
森
市
大
字
幸
畑

字
阿
部
野
一
○
の

一

平
成
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有
限
会
社
大

裕

青
森
市
大
字
四
ツ

石
字
下
川
原
二
五

の
九

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

就
労
継
続
支

援
Ｂ
型
事
業

所
チ
ョ
コ
レ

ー
ト

青
森
市
大
字
幸
畑

字
阿
部
野
一
○
の

一

〃

特
定
非
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利

活
動
法
人
花

さ
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市
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介
護
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ラ
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市
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徳
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四
の
一

居
宅
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護

ホ
ー
ム
サ
ポ
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ト
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鈴

弘
前
市
大
字
松
ケ

枝
一
丁
目
一
の
一

〃

株
式
会
社
ル

ウ
・
ラ
ポ
ー

ル

弘
前
市
大
字
和
徳

町
一
二
四
の
一

重
度
訪
問
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護

ホ
ー
ム
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ト
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弘
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市
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枝
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丁
目
一
の
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所
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年
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会
福
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七
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会
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前
市
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下
白

銀
町
二
一
の
八

指
定
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熊
嶋
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青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
度
に
開
始
す
る
臨
時
の
職

業
訓
練
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

菅
原
鉄
工
所

二

氏
名

菅
原

京
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田
字
実
田
九
六
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
四
〇
〇
一
七
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届

出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
。建

設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
赤
坂
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

赤
坂

海
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
四
番
町
一
四
の
二
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
八
三
六
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
三
月
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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臨
時
の
職
業
訓
練

を
実
施
す
る
能
力

開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の

種
類
・
訓
練

課
程

対
象
者

訓
練
科

訓

練

期

間

定

数

授
業
料

青
森
県
立
青
森
高

等
技
術
専
門
校

Ｏ
Ａ
ビ
ジ

ネ
ス
科

三
月

二
〇
人

普
通
職
業
訓

練
・
短
期
課

程

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
又
は
受

講
推
薦
を

受
け
た
者

青
森
県
立
弘
前
高

等
技
術
専
門
校

コ
ン
タ
ク

ト
オ
ペ
レ

ー
タ
養
成

科

三
月

二
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院

医
療
事
務

・
医
事
コ

ン
ピ
ュ
ー

タ
科

三
月

二
〇
人

建
設
機
械

オ
ペ
レ
ー

タ
科

二
八
時

間

一
〇
人

×
四
回
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建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
赤
坂
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

赤
坂

海
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
四
番
町
一
四
の
二
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
八
三
六
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鉄
筋
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
三
月
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
野
忠
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

甲
斐

稔
信

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
野
辺
地
町
字
大
月
平
六
七
の
二
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
六
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
左
官
、
屋
根
、
管
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
鉄
筋
、
板
金
、
ガ
ラ
ス
、

塗
装
、
防
水
、
内
装
仕
上
、
熱
絶
縁
、
造
園
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

み
ち
の
く
興
業

二

氏
名

沼
山

笑
美
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
外
蛯
沢
前
平
七
九
の
一
八
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
五
〇
〇
一
二
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
及
び
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
大
進
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

江
刺
家

進

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
塔
ノ
沢
山
三
三
八
の
二
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四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
一
七
一
三
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ

と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規

定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

川
口
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

川
口

元

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
下
明
堂
九
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
二)

第
五
〇
〇
四
四
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
及
び
造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
の
三
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指

定
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
十
一
年
五
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号)

第
一
条
の
規
定
に
基

づ
き
次
の
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞

一

指
定
し
た
医
師
の
氏
名
、
そ
の
者
が
勤
務
す
る
病
院
等
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
診
断
の
対

象
者

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
八
日

青 森 県 報�����	
��� �� 第3386号�

医
師
の
氏
名

病
院
等
の
名
称

病
院
等
の
所
在
地

診

断

の

対

象

者

増
谷

美
砂

青
森
県
立
つ
く
し

が
丘
病
院

青
森
市
大
字
三
内

字
沢
部
三
五
三
の

九
二

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭

和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一

項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
病
気

(

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施

行
令

(

昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三

十
三
号)

第
八
条
第
三
号
に
規
定

す
る
病
気
を
除
く
。)

に
か
か
っ

て
い
る
者
並
び
に
法
第
五
条
第
一

項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

者

� �
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正

誤
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平
成
��

･

�･

��

号
外
第
三
二
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

公
営
企
業

管
理
規
程

区

分

第
一
号

番

号

�

ペ
ー
ジ

下 段

�
行

第
二
十
二
条
第
三
号

誤

第
二
十
二
条
第
三
号
及

び
別
表
第
三
第
一
号

正

整

備

企

画

課

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


